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令和 5 年 3 月 13 日 

鳥取市生活交通会議 書面協議資料 
 

気高町・鹿野町における乗合区域運行の実証実験に関する経過報告と今後の方向性、
見直し内容について 

 

１． 定額乗合交通「きらり号」実証実験の概要 

(1) 背景と目的 

本実証実験は、公共交通空白地域の存在やタクシー事業所の撤退、少子高齢化による人口減

少の進行による公共交通の利用者減少が大きな課題となっている鳥取市気高町・鹿野町の一部

地域において、月額定額制乗合交通の実証実験を行い、高齢者等の移動活発化、持続可能な地

域交通実現に向けた検証を行っている。 

 

(2) 運行・サービス内容 

事業の種別 一般乗合旅客自動車運送事業（区域運行） 

輸送の形態 
予約があった場合、利用登録者の自宅と目的地間等を最適経
路で運行（事前の利用者登録により自宅の位置等を把握） 

愛称 定額乗合交通「きらり号」 

運行事業者 有限会社サービスタクシー 

車両 運行事業者が使用する車両（1 台を使用） 

運行日・運休日等 
月曜日～金曜日（平日）運行 

土日祝日及び年末年始（12/30～1/4）は運休 

運行区域 

（対象地区） 

気高町浜村地区、逢坂地区 

鹿野町勝谷地区、鹿野地区（大字鹿野のみ） 

運行時間帯 9：00～16：00 の間で、利用者の予約に応じて運行 

運賃 
1 人につき 3,700 円/月 

世帯内で 2 人目以降は 1 人につき 1,000 円（1 人目は 3,700
円） 

予約方法 
乗車の 1 時間前までに利用者が電話により予約 

電話予約の受付時間は 7：00～17：00 

実証運行開始日 令和 4 年 10 月 3 日（月） 
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(3) 実証運行に係る主な取組状況 

運行開始前 
10 月 

 運行開始前の利用案内での周知（8 月～10 月） 

 周知等も兼ねたのテスト運行の実施（9 月） 

 新聞・テレビ等の報道（10 月以降随時対応） 

 各総合支所から自治区長や高齢者施設への案内・声掛け（10 月以降随

時実施） 

 道の駅西いなばや施設等へのポスター掲出 

11 月  周知資料「きらり号通信」（利用方法や利用者の声等）の配布 

12 月 
 気高町・鹿野町生活交通会議での状況報告 

 温泉施設での特典付与に係る調整 

 周知資料「きらり号通信」（1 月の見直し内容等）の配布 

1 月 

 1 世帯につき 4 枚の 1 日無料券配布によるキャンペーンの実施 

 大字鹿野や八束水地域への運行範囲の拡大 

 世帯内 2 人目以降の運賃見直し 

 周知資料「きらり号通信」（利用状況等）の配布 

2 月  周知資料「きらり号通信」（運行内容等）の配布 

 地域内の商業施設での特典付与に係る調整 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

▲ 報道の様  
引  NHK NEWWEB 「定額制の乗り合い交通実証実験  取市 野町・気 町で」 
（令和 4 年 9  28  ） 

▲ 利 案内チラシ（令和 4 年 9  、12  配布） ▲ きらり号通信（毎 配布） 

  施設等でのポスター
掲出（道の駅 い
なば） 
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２． 現在の利用状況（令和 4年 10 月～令和 5年２月までの利用実績） 

(1) 集計概要 

集計期間 令和 4 年 10 月 1 日～2 月 28 日（5 ヶ月間） 

利用登録者数 
36 名（うち気高町：27 名、鹿野町 9 名） 

※配車システム登録者数で実利用者数とは異なる 

対象データ数 
489 件 

※配車システム登録がないデータは除く 
 

(2) 各月の利用状況 

○ 実利用者数は 1 月までは増加傾向で、無料利用券配布等のキャンペーンを実施した 1 月

は前月の 2 倍以上、実利用者が増加した。一方、1 月に利用を開始し 2 月も継続利用して

いる人は 5 名であった。 

○ 延べ利用回数は 12 月が最も多い。また、1 人あたりの利用回数は 11 月と 12 月が多くな

っており、最高利用回数も多い。なお、最高利用回数の利用登録者を除いた集計では、2

月の平均利用回数は 7.7 回であった。 

○ 各利用登録者あたりの月最高利用回数は 48 回、最低利用回数は 1 回であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 月別利用状況 

(3) 新規利用者登録状況 

○ 月別の利用者新規登録状況を見ると、運行開始月である 10 月と 1 月が多い。 

○ 10 月の新規登録者（14 名）のうち実際に利用している人は 7 名だが、無料キャンペーン

の影響から 1 月の新規登録者（11 名）は全員が利用している。 

○ なお、令和 5 年 2 月の新規利用登録者は 4 名でうち実際に運賃を支払って利用している

人は 1 名であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図表 月別の新規登録者数 

（人）
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(4) 利用登録者の属性 

○ 利用登録者のおよそ 84％を 70 歳以上が占めており、年代では 80 歳代の利用者が多い。 

○ 利用登録者のうち女性が全体の 69％を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 利用登録者の属性  
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(5) 施設別の利用状況 

○ エスマート気高店までの利用が最も多く、全体のおよそ 30％を占めている。 

○ 全体的に医療機関より浜村町内の買い物先や歯科医院への移動が多い。 

○ 医院や買い物先以外で乗降人数は上位に位置しているが、特定の利用者が定期的に訪れ

ているしている施設もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 目的地別の乗降回数 
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(6) 時間帯別の利用状況 

○ 午前は 9 時～11 時台、午後は 13 時～14 時台に利用が集中している。休憩時間帯である

12 時台と 15 時台の利用が少ない。 

○ 実利用者が増えた 1 月は 11 時台の利用が多く他の月に比べて増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図表 時間帯別の利用状況 
 

(7) 利用パターン 

○ 居住地から施設（設定した目的地）までの利用がおよそ 9 割近くを占めている。 

○ 1 月に入り、居住地間の移動が増加傾向にある。 

○ バス停・駅までの移動は少ないものの、毎月見られる。 

 

 

 

 

 

 

 
 

図表 利用のパターン 
 

(8) その他の運行状況 

○ 12 月からは基本的に運行日は全日稼働している。 

○ 乗合発生回数や乗合率は大きな変化は見られないが、平均乗車人数は実利用者が増えた 1

月に若干の増加が見られる。（現状では個別輸送に利用が多い） 

○ 運行 1 回あたりの平均距離については、エリア拡大した 1 月においても大きな変化は見

られない。 

 

 

 

 

 
 
 

図表 稼働状況・乗合の状況・運行距離情報  
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３． 今後の方向性 

(1) 実証実験の経過状況（まとめ） 

○ 無料利用券配布等のキャンペーンにより 1 月から利用登録者数の増加が見られたが、安

定した運行をしていく上で現在も利用者数は少ない状況である。 

○ 買い物や歯科医院等のバスでは行きにくい場所まで運行することで地域の高齢者の外出

しやすい環境を構築できた一方、利用者によって利用回数の差が大きい。（1 人の利用者

がほぼ毎日利用） 

○ 利用登録者は増えたものの、乗合での利用は大きく変化が見られない。 

○ エリア拡大後の運行距離は変わっていないことから、迎えに行く距離が長大になっても

運行ができている。 

実証の効果 

 タクシーが営業しにくい地域で、タクシーに近いサービス水準の乗合

交通が運行することにより、移動の範囲が広がり生活交通利用者の利

便性が向上 

 地域内の商業施設や温泉施設と連携して、利用促進や生活交通を盛り

上げる体制が構築できた 

運行継続にお
ける課題 

 採算性の面からも現在の利用者数では本格的な運行継続が困難 

 利用者数自体が少ないため乗合利用による運行が少ない 

 利用者によって利用回数の差が大きく、そもそもの外出回数が少ない

人は月定額運賃を支払うことに抵抗を感じている可能性がある 

 定期的な周知・PR を続けているものの、地域住民からは認知していな

いという声が挙がっている 

 比較的安価な運賃である既存の市有償バスが運行しているため、バス

路線沿線の住民の利用が見込めない 
 

(2) 今後の実証実験について 

○ 当初の実証実験期間は令和 5 年 3 月末だが、事業の安定継続や既存の公共交通機関を

「きらり号」に転換できるほどの利用者数を確保できていない状況にある。このことを

踏まえ、令和 5 年 3 月 2 日に「気高町・鹿野町地域生活交通会議」にて、本事業の関係

者と地域住民が今後の方向性について協議した。 

○ 上記の結果、新型コロナウイルス感染症の影響や地域住民の認知不足等も考えられるた

め、実証実験期間を令和 5 年 9 月末まで半年程度延長することとした。 

○ 一方で、安定運行に向けては利用者を増やすための施策及びサービスの見直しが必要と

なるため、現在の状況を踏まえ、令和 5 年 5 月から次のサービス見直しを行った上で実

証を継続するこことした。 

運行・サービス内容 現在 
見直し案 

（令和 5 年 5 月以降） 

運行区域 
気高町浜村地区、逢坂地区、
鹿野町勝谷地区、鹿野地区（大
字鹿野のみ） 

鹿野町・気高町の全域 

運賃体系 
（月定額運賃） 

1 人につき 3,700 円/月 

世帯内で 2 人目以降は 1 人
につき 1,000 円 

月定額運賃は変更せず、月定額以
外に 1 回当たりの利用乗車券を
1,000 円から購入できる体系を
追加 
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(3) 評価・検証について 

○ （２）の見直しを踏まえて、実証運行を通じて「きらり号」の需要や効果を把握してい

くとともに、広範囲（旧町）でオンデマンド型の乗合交通を運行した場合に 1 台の限ら

れた車両・交通資源で対応が可能か検証する。 

○ 実証運行を進めていく中、利用状況等が改善しない場合はその要因を検証し、既存の市

有償バス（気高循環バス）の見直し等を含めて、望ましい気高町・鹿野町の生活交通体

系を整理する。 

 

【現時点で利用の少ない要因として考えられる理由の例】 

 外出回数が少ない人にとっては月定額が割高に感じる 

 運行エリア内に「きらり号」を必要としている人が少ない 

 移動販売等により外出する機会自体が減っている 

 家族や知人に送迎してもらう習慣がついている 

 「きらり号」の存在を知らない（周知が行き届いていない） 

 関心があまりないため家族や知人が必要としている人に紹介していない 

 地域内に普段からよく行く場所がない 

 そもそもタクシー等を呼ぶ習慣がないので電話して利用することに抵抗がある 

 普段の移動では、気高循環バスや路線バスを利用している 等 

 

４． 今後の実証運行スケジュール 

3 月：鳥取生活交通会議にて、本内容を報告・承認 

3 月～4 月：関係者との調整及び、支所からの配布文章に合わせて 4 月に見直し内容を周知 

5 月：5/8（月）からサービスを見直して運行開始が可能 

7～8 月：実証運行結果を踏まえて今後の方向性について検討 

8～9 月：地域住民及び鳥取市生活交通会議への報告 
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５． 運行内容の変更について 

(1) 運行区域の変更 

(ア) 変更理由・変更内容 

○ 本事業は最小限の交通資源を活用して効率的に輸送サービスを提供するものであり、限

られた車両台数で対応可能かつニーズが見られる地域として、現在は気高町浜村、気高

町逢坂、鹿野町勝谷、鹿野町鹿野（大字鹿野）を対象地区に設定し、問題なく運用がで

きている。 

○ 一方、利用者数は現状でも月に最大 19 名であり、採算性を確保するためにはより多くの

利用者数を確保する必要がある。また、事前のアンケート調査では気高町・鹿野町のい

ずれの地域においても潜在的なニーズが見られた。 

○ このことから、利用者数の確保と広範囲（旧町）で運行した場合、安定して乗合交通を

運用できるか検証を行う目的で、気高町・鹿野町全域対象地区として運行区域を拡大・

追加する。 

(イ) 変更時期 

令和 5年 5月 8日（月） 

(ウ) 現在の運行区域《令和 5年 3月現在》 
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(エ) 変更後の運行区域《令和 5年 5月以降を予定》 
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(2) 協議運賃の変更 

(ア) 変更理由・変更内容 

○ 月定額運賃は、各集落からアンケート調査で最もニーズが見られた気高町の商業施設ま

での距離を基準に、バスやタクシーに換算した際の運賃を基に、バスよりも利便性が向

上することを踏まえて検討している。 

○ この度、運行範囲の拡大に伴い以前の基準運賃額 960 円を 1,000 円に引き上げることと

し、定期券（定額運賃）だけでなく、1 回（片道）1,000 円の乗車券を販売する。なお、

乗車券の有効期限は設けない。 

○ 実証実験であることから月定額運賃（定期回数運賃）については割引率を調整して、こ

れまでと同様に 3,700 円/月で運用し、令和 5 年 1 月から運用している世帯内で 2 人目以

降の利用者が提供される月定額運賃 1,000 円/月の設定（世帯内で 1 人目はこれまでと同

様に 1 人 3,700 円/月）は継続する。 

 

(イ) 変更時期 

令和 5年 5月 8日（月） 

 

(ウ) 現在の運賃設定《令和 5年 3月現在》 

基準運賃額（1 乗車あたり）： 960 円 

定期運賃扱いによる割引率： 35％（任意設定） 

※市内乗合タクシー定期券の割引率が 30～40％程度であることを踏まえ、その範囲内で設定 

月定額運賃（定期回数運賃）：月 6 回想定×960 円×（1－0.35）＝ 3,744 円≒ 3,700 円/月 

 

(エ) 変更後の運賃設定《令和 5年 5月以降を予定》 

基準運賃額（1 乗車あたり）： 1,000 円 

定期運賃扱いによる割引率： 38％（任意設定） 

※市内乗合タクシー定期券の割引率が 30～40％程度であることを踏まえ、その範囲内で設定 

月定額運賃（定期回数運賃）：月 6 回想定×1,000 円×（1－0.38）＝ 3,720 円≒ 3,700 円/月 

 

(オ) 基準運賃額の検討内容（参考） 

i) 一般乗用タクシー運賃からの検討 

 鹿野町・気高町の各大字の中心部（公民館等）から最もニーズの高い気高町の商業施

設までのタクシー運賃の平均値はおよそ 1,578 円。 

 定額乗合タクシーは乗合交通であるため、相乗りした場合を想定し、平均乗車人数を

1.5 人と仮定すると、上記の一人あたりの支払額は 1,052 円となる。 

ii) 路線バスの運賃からの検討 

 各集落～気高町のエスマート間（平均 3.9km）を路線バスが運行した場合、200～250
円程度である。（日ノ丸自動車・鹿野線では鹿野温泉病院～木梨または梶掛口までの

距離・運賃が目安） 

 定額乗合タクシーの場合、実際には家の近くまで運行（ドアツードアでの運行）で、

運行距離も長くなるため、これよりも運賃は高価に設定することが望ましい。 
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iii) 当該事業での基準運賃額の設定 

 本事業で運行する定額乗合タクシーは乗合交通であるため、1 時間前の利用予約や乗

り合わせでの利用等、一般乗用タクシーよりも制限があるが、ドアツードアのサービ

スを提供し、ダイヤに縛られないため路線バスよりも利便性が高い。 

 そのため、協議運賃設定においては、一般乗用タクシー利用時の 1 人あたりの運賃よ

りも安価にし、路線バスよりも高価にすることを前提とする。 

 このことから、i）を基に利用しやすい基準運賃（1 乗車あたり）として 1,000 円を設

定する。 

 

以上 


